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第２章 空き家等対策の基本方針 

空き家等の把握や管理不全の空き家等に対する施策を推進するため、平成２９年度から

「大磯町空家等対策に関する指針～既存ストックを活かし未来につなぐためのガイドライン～」を運用し

てきました。 

空き家の除却や活用に当たり、必要に応じた公的支援や、特定空家等に対する法的措置を

実施するための体制を整備することで、より実効性ある空き家等対策を推進し、人口減少対

策にもつなげていくため、「大磯町空家等対策計画」を改訂します。 

 

2-1 空き家等対策の３つの柱 

本計画は、法の趣旨に則りつつ、本町の実態に合わせた空き家等に対する適切な管理と

予防を推進していきます。 

また、利活用が可能な空き家等については、本町への移住・兼居、店舗開設、就業・起業及

び地域コミュニティなどのニーズに応えていくための方策や措置等の仕組を整え運用してい

くことで、良好な住環境の維持及び地域の活性化につなげていきます。 

 
図表 １3 空き家等対策の３つの柱 

 

2-2 位置づけ 

「大磯町総合計画」、「大磯町まちづくり基本計画」及び「個別計画」との整合を図りつつ、現

状や課題を踏まえ、今後の空き家等対策の方針や実施体制等を定めるものです。 

また、本計画目標の評価については、「大磯町空家等対策協議会」にて行うこととします。 
図表 １4 本計画の位置づけ 
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2-3 計画期間 

上位計画となる「大磯町総合計画」及び「大磯町まちづくり基本計画」との整合性を図るた

め、2021 年度（令和３年度）から 2030 年度（令和 12 年度）までの 10 年間を計画期間と

し、定期的な計画の評価及び必要に応じた計画の見直しを行います。 

2-4 目標値 

空き家は、個人の財産であり、所有者本人の責任により適切に管理されるべきもので、今

後も増え続けると推測される空き家をゼロにすることを目指すのではなく、空き家率の上昇

を抑制していくとともに、管理不全の空き家の発生を可能な限り抑えて人口減少対策にもつ

なげることを目標に、成果及び行動の２つの視点から目標値を設定します。 

また、本計画の計画期間は 2030 年度（令和 12 年度）までの 10 年間となり、令和 7 年

度に実態調査の結果を踏まえ、成果目標値を設定します。 

また、行動目標に掲げる取組をプッシュ型に展開していくことで、今後、空き家を１年あた

り 30 戸減らし、人口減少対策として、若い世代の移住定住のため住宅供給にもつなげてい

きます。 

 

 項目 R0３ R07 R12 備考 

成

成

果

目

標 

 

 

１年以上人の 
出入りがない 

空き家数 
（実態調査） 

 

 

528 戸 
（実績値） 
 
 
 
 

449 戸 
（実績値） 

 

 

（※1） 

 

299 戸 
以下 

（目標値） 
 

（※2） 

 

1 年あたり空き家 30 戸減を目指す。 
 
これまでの取組みに加え、解体工事
やリフォーム工事に対する公的補助
制度を開始するなど、取組みを強化
する。 

管理不全の空き家等を減らし、利
活用を促進することで、１年あたり減
らす空き家の数を 10 戸増やし、30
戸減を目標とした。 
※2  299 戸＝449 戸-150 戸 
 R7 から R12 までの５年間で 150
戸の住宅を空き家対策により供給す
るイメージ。 
大磯町の人口は 2025～2030 年
の５年間で約 900 人減少する予測
となっており、1 家族を 3 人とする
と、150 戸（世帯）で 450 人の移住
につながる。 

 
※１  528 戸-449 戸＝79 戸減 

R7 実態調査実績値は、R7 年 9 月から 10 月に外観目
視により把握した空き家数。 

79 戸減は、R3 実績値に新たに空き家となった住宅を追
加し、除却した空き家を差引きして算出した数値ではない。 
R3 から R7 までの５年間で 79 戸減は、単純計算すると、

１年あたり 20 戸の空き家が減少したこととなる。 

    
 

 

 項目 実績値 目標値 備考 

行

動

目

標 

①  
 空き家等の状況や所
有者の連絡先などを
把握 

R03 実績 

５８％ 
Ｒ12 時点 
100％ 

空き家データベースを整備・運用し、
正確な所有者情報を把握する。 

②  
予

防 
空き家等の予防に関
する情報の発信 

Ｒ07 実績 

９項目 
Ｒ12 時点 
10 項目 

実施済みの広報・HP 等のほか広く
様々な媒体により情報を発信する。 

③  
管

理 

管理不全の空き家等
の所有者への個別通
知 

R0６実績

100% 
毎年

100％ 
適正管理促進のため所有者への助
言等を徹底する。 

④  
活

用 
空き家バンク登録活
用件数 

R０６実績 

４件 
Ｒ12 時点 
７５件以上 

年間新規登録数と活用件数を増や
す。 

図表 １5 「成果目標」と「行動目標」の設定 

実態 

把握 
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図表 １6 空き家対策による空き家数シミュレーション 
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2-5 空き家等の調査に関する事項 

空き家は、除却や利活用なども図られる一方で、今後も新たな物件が増えることから、常

に最新の空き家等の情報や実態などを把握する必要があります。 

以下のように、空き家になる前段階での所有者等に向けた情報提供や相談体制などを整

え、潜在的な空き家等予備群となる所有者情報や、地域住民等からの情報提供による調査

等を進めていくことで、予防・管理・活用への取組につなげていきます。 

 

(１)総務省住宅・土地統計調査などの統計情報の活用 

(２)区長連絡協議会等による地域情報の収集 

(３)水道栓使用料情報(休栓情報)等の活用による空き家情報の把握 

（4）所有者アンケート調査の実施 

（5）利活用希望者アンケート調査の実施 

（6）民間空き家情報の活用 

(７)令和 7 年度町内全域の空き家実態調査を実施 

 

2-6 運用の対象範囲など 

空き家については、「大磯町まちづくり基本計画」における全体構想において「空き家の利

活用の促進」、また、大磯地域、小磯地域、国府南地域、国府北地域の４つの地域別構想にお

いても、それぞれの地域特性に応じた「空き家対策の推進」を計画内に位置づけており、移

住・兼居、店舗開設、就業・起業、地域コミュニティ、農地活用など、住環境を維持し、地域の

活性化につながる空き家等対策への取組みを進めていく必要があります。 

よって、市街化区域・市街化調整区域も含めた町内全域を本計画の対象範囲とします。 

 
図表 １7 本計画の対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



大磯町空家等対策計画 
第２章 空き家等対策の基本方針  

2-７主体別の役割 

 

21 

2-７主体別の役割 

 

町の住環境を維持し、地域を活性化していくためには、多様な主体がお互いを尊重しあい、

対等な立場で連携・協力していくことが大切です。 

空き家については、一義的に所有者の責任ある管理が必要ですが、近隣との良好な関係

づくりや、専門家などとのネットワークを構築し、予防・管理・活用の取組みを進めることも大

切です。町は、これら取組を積極的に推進・支援していきます。 

 

 
図表 １8 主体別の連携相関 

 
 

 

 

 


